
 

 

 

経営力強化保証制度要綱 

 

１．制度目的 

中小企業者の資金調達にあたって、金融機関が認定経営革新等支援機関（中

小企業等経営強化法（平成１１年法律第１８号）第３１条第２項の認定経営革

新等支援機関をいう。以下同じ。）と連携して中小企業者の事業計画の策定支

援や継続的な経営支援を行い、もって中小企業者の経営力の強化を図ることを

目的とする。 

 

２．申込人資格要件 

金融機関及び認定経営革新等支援機関の支援を受けつつ、自ら事業計画の策

定並びに計画の実行及び進捗の報告を行う中小企業者とする。 

 

３．申込方法 

  金融機関経由保証に限る。 

 

４．保証限度額及び保証形式 

（１）保証限度額   

２億８，０００万円。 

中小企業者が組合等の場合は、４億８，０００万円。 

（２）保証形式   

個別保証とする。 

（３）その他     

中小企業信用保険法（昭和２５年法律第２６４号。以下「保険法」とい

う。）第３条に規定する普通保険及び保険法第３条の２に規定する無担保

保険に係る保証（いずれも一般関係に係る保証及び保険法第１２条に規定

する経営安定関連保証であって、保険法第２条第５項第５号の特定中小企

業者に係るもの（以下「経営安定関連保証（５号）」という。））に限る。 

 

５．保証割合 

金融機関の選択した責任共有制度（責任共有制度要綱（平成１８・９・１２

中庁第２号）に定める制度をいう。以下同じ。）の方式によるものとする。 

 

６．対象資金 

一般関係に係る保証については、事業資金とする。 

経営安定関連保証（５号）については、経営の安定に必要な事業資金とし、

既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金（注）を借り換える場

合に限る。 

ただし、上記のいずれについても事業計画の実施に必要な資金に限る。 



 

 

 

 

７．対象金融機関 

銀行、信用金庫等中小企業信用保険法施行令（昭和２５年政令第３５０号）

第１条の３に規定する金融機関等（自らが認定経営革新等支援機関でない場合

は、認定経営革新等支援機関と連携するものに限る。）とする。 

 

８．返済方法 

 一括返済又は分割返済とする。 

 

９．保証期間 

（１）一括返済の場合  

１年以内とする。 

（２）分割返済の場合  

運転資金５年以内、設備資金７年以内とする。 

ただし、本制度によって保証付きの既往借入金を借り換える場合は１０

年以内とする。 

なお、据置期間はそれぞれの期間のうち１年以内とする。 

 

１０．信用保証料率 

一般関係に係る保証については、借入金額に対し、０．４５％から１．７５％。

ただし、申込時の信用力に対応した保証料率よりも一区分低い料率を適用する。 

  なお、申込時の信用力に対応した保証料率が最も低い保証料率の場合及び中

小企業信用保険法施行規則（昭和３７年通商産業省令第１４号）第２１条各号

に定める事由に該当する場合は、一区分低い料率の適用は行わない。 

経営安定関連保証（５号）については、０．８０％とする。 

 

１１．担保・保証人 

（１）担  保  

必要に応じて徴求するものとする。 

（２）保証人  

必要に応じて徴求する。 

ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない。 

 

１２．貸付金利 

金融機関所定利率とする。 

 

 

１３．添付資料 

信用保証協会所定の申込資料の他、以下の書面を添付するものとする。 

（１）「経営力強化保証」申込人資格要件等届出書 



 

 

 

（２）事業行動計画書（申込人が策定したもの） 

（３）経営安定関連保証（５号）については、保険法第２条第５項第５号に

規定する市町村長又は特別区長の認定書 

 

１４．事業行動計画書 

以下の内容を満たすもの又は含むものとする。 

（１）計画を策定した日の属する事業年度から３事業年度を最短の計画期間

とし、原則として同５事業年度を最長の計画期間とする。 

（２）申込人の経営に係る現況・課題（原則として、計画を策定した日の属

する事業年度の前事業年度の財務状況の分析を含む。）と課題を克服

するための取組事項及び目標設定 

（３）申込人が融資を受けて取組む事項に係る具体的な資金使途と資金効果 

（４）上記取組等を踏まえた収支計画及び返済計画 

 

１５．金融機関の責務及び報告並びにＥＢＰＭに伴う情報提供 

（１）金融機関は、原則として四半期に１回、経営の状況を確認するととも

に、中小企業者から計画の実行状況等の報告を受けるものとする。 

（２）金融機関は認定経営革新等支援機関と連携し、中小企業者に対し、当

初策定した計画の見直し及び同計画を進めるための経営支援を行うも

のとする。 

（３）金融機関は、原則として、計画を策定した日の属する事業年度から５

事業年度にわたり、年１回中小企業者の事業年度毎に、信用保証協会

に対し、中小企業者の本制度の利用状況、計画の実行状況、財務状況

並びに金融機関、認定経営革新等支援機関の経営支援状況を電子デー

タで報告しなければならない。信用保証協会は、同データのうち、Ｅ

ＢＰＭに伴う情報提供として、所在地、資本金、会社設立日、業種、

従業員数、申込金融機関、保証申込金額、保証承諾日、保証承諾金額、

経営安定関連保証（５号）認定取得の有無、プロパー融資有無、借換

対象となる既存保証の保証割合、金融機関の訪問回数及び財務状況に

ついて、電子データで経済産業省に送付しなければならない。なお、

金融機関が報告しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行

う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。 

  （４）金融機関は中小企業者の実行状況を踏まえ、認定経営革新等支援機関

と連携し、必要に応じて、中小企業者に対し、計画の修正に係る指導・

助言や追加的な経営支援を行うものとする。 

 

 

１６．金融機関が認定経営革新等支援機関である場合の取扱い 

金融機関が認定経営革新等支援機関である場合は、認定経営革新等支援機関

たる金融機関単独で中小企業者の事業計画の策定支援や継続的な経営支援を行



 

 

 

うことにより、本制度を利用することができるものとする。 

 

 

注：既往の新型コロナウイルス感染症関連保証に係る借入金とは以下に掲げるも

のとする。 

・新型コロナウイルス感染症対応資金に係る既往借入金 

・伴走支援型特別保証制度に係る既往借入金 

・保険法第１２条に規定する経営安定関連保証（保険法第２条第５項第４号（新

型コロナウイルス感染症に係るものに限る。）の特定中小企業者に係るもの

に限る。）に係る既往借入金 

・保険法第１５条に規定する危機関連保証（保険法第２条第６項（新型コロナ

ウイルス感染症に係るものに限る。）の特例中小企業者に係るものに限る。）

に係る既往借入金 

・経営安定関連保証（５号）であって令和２年経済産業省告示第４９号により

経済産業大臣が認めた場合として定めた期間内（延長後の期間を含む。）に

信用保証協会が保証申込受け付けし、かつ貸付実行された既往借入金 

 

 

附 則 

この要綱は、令和６年７月１日から施行する。 


